
ゆうパックを使用して
臨床検体・病原体を

輸送する場合の梱包手順



以下の包装で梱包してください！



基本的３重包装とオーバーパック
（４次容器）を用いた梱包手順

ステップ１ １次容器の用意

ステップ２ １次容器を２次容器へ

ステップ３ ２次容器を３次容器へ

ステップ４ ３次容器への表示例

（ゆうパック送り状・適正包装確認済みシール）

ステップ５ チェックシートの作成

＜オーバーパック（４次容器）使用時＞

ステップ６ ３次容器をオーバーパック（４次容器）へ

ステップ７ オーバーパック（４次容器）への表示例

（ゆうパック送り状・適正包装確認済みシール）





吸
収
材

緩
衝
材

１次容器の包装

１次容器は、
中に入れた検体
が漏出しないよう
に、内容物を吸
収するのに十分
な量の吸収剤で
覆うこと











ヒューマンエラーの防止策
ー 例：注意喚起のシールを貼る ー

〔遵守事項５（２）〕









安全性適正包装確認済みシール

安全性適正包装確認済み

令和○○年○○月○○日

包装責任者： 衛研 太郎

機関名： ○○衛生研究所

包装が適正であることを確認後、貼付する。

ステップ４ ３次容器への表示







３次容器への表示例：
臨床検体の場合

表示は運送会
社のルールや
法令等に従っ
てください
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表
示容器はカテゴリーＡまたはＢ容器を用いる



３次容器への表示例：
病原体（新型コロナウイルス）の場合

容器は必ずカテゴリーＡ容器を用いる

安
全
性
適
正

包
装
確
認
済

み
シ
ー
ル

送り状

表示は運送会
社のルールや
法令等に従っ
てください
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ステップ５ チェックシートの作成

各機関で作成した
チェックシートを使用
し適切に梱包できて
いるか確認する



チェックシート項目例

・１次容器は防漏性か

・病原体輸送容器を適切に使用しているか※

・２次容器に「ドライアイスを入れない」旨が貼付されているか

・内容物をすべて吸収できるだけの吸収材を２次容器の中へ入れたか（液
体検体の場合）

・２次容器の内側にドライアイスを入れていないか

・２次容器は気密がとられているか

・３次容器は容易に開かないようシールされているか

・２次・３次・４次容器内の内容物は緩衝材で固定されているか

・送り状の品名欄に「病原体（危険物）」または「臨床検体（危険物）」の表記
はあるか

・包装責任者のチェック後、安全性適正包装確認済みラベルを表示したか
※規格（カテゴリーＡ・Ｂ）、組み合わせ、製造年、傷の有無など



ステップ６ オーバーパック（４次容器）

複
数
の
３
次
容
器
を
ま
と
め
て

輸
送
す
る
場
合

緩
衝
材

基本三重包装完了後に入れる



オーバーパック（４次容器）

保
冷
を
必
要
と
す
る
輸
送
の
場
合

緩
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基本三重包装完了後に入れる

２次容器中にドライアイス等が入っていないことを確認！！
３次容器とオーバーパック（４次容器）はドライアイス等の
気化（昇華）したガスが放散される構造であること

ドライアイス



オーバーパック（４次容器）

保
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基本三重包装完了後に入れる
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２次容器中にドライアイス等が入っていないことを確認！！
３次容器とオーバーパック（４次容器）はドライアイス等の
気化（昇華）したガスが放散される構造であること



オーバーパック（４次容器）への表示例：
臨床検体の場合（ドライアイス不使用時）
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オーバーパック（４次容器）への表示例：
臨床検体の場合（ドライアイス使用時）

ドライアイス
使用時の表示
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オーバーパック（４次容器）への表示例：
病原体（新型コロナウイルス）の場合

（ドライアイス不使用時）
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オーバーパック（４次容器）への表示例：
病原体（新型コロナウイルス）の場合

（ドライアイス使用時）
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（参考）

感染性物質の輸送規則に関するガイダンス

https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/who/W
HOguidance_transport13-14.pdf

ゆうパック約款

https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/4-
1.pdf

https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/who/WHOguidance_transport13-14.pdf
https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/4-1.pdf

